
 

 

神奈川県とＮＰＯ法人penaとの連携と協力に関する協定 

  

神奈川県（以下「甲」という。）とＮＰＯ法人pena（以下「乙」という。）は、

相互の連携を強化するため、次のとおり連携と協力に関する協定（以下「協定」と

いう。）を締結する。 

  

（目的） 

第１条 本協定は、甲及び乙が緊密な相互連携と協働による活動を推進し、リト

ルベビー（低出生体重児）及びその家族が、安心して子育てができ、健やかに

成長できる社会環境づくりを図ることを目的とする。 

  

（連携事項） 

第２条 甲及び乙は前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力

する。 

（1）リトルベビーへの理解を深める普及啓発に関すること 

（2）リトルベビーを支える環境づくりに関すること 

（3）その他、リトルベビーやその家族の支援に関すること 

２ 前項各号に定める事項を推進するため、甲及び乙は定期的に協議を行うもの

とする。 

３ 第１項各号に定める事項を推進するに当たっては、甲及び乙は県内市町村と

の連携が図られるよう努めるものとする。 

  

（協定の変更） 

第３条 甲及び乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協

議の上、当該変更を行うものとする。 

  

（期間） 

第４条 協定の有効期間は、締結の日から起算して２年間とする。ただし、協定

による有効期間満了の日の30日前までに、甲または乙から解約の申し出がない

場合には、有効期間が満了する日の翌日から２年間この協定は更新され、その

後も同様とする。 

 

 

別添 



（守秘義務） 

第５条 甲及び乙は、協定に基づく活動において、相手方から知り得た秘密情報

について、協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に開示・漏

えいしてはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りで

ない。 

  

（疑義等の処理） 

第６条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し、疑義等が

生じた場合は、甲及び乙が協議して処理するものとする。 

  

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自

その１通を保有する。 
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